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市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは情報政策課広報編集係☎0940（36）1055まで

●
市
か
ら

高
齢
受
給
者
証
を
送
る
人

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
、

昭
和
11
年
８
月
２
日
か
ら
昭
和

16
年
８
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
人
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
適
用
を
受
け
て
い
る
人
を
除

く
）に
受
給
者
証
を
送
り
ま
す
。

●
一
部
負
担
金
割
合
の

判
定
対
象
者

　
一
部
負
担
金
割
合
は
、
同
一

世
帯
の
70
歳
以
上
の
国
民
健
康

保
険
加
入
者
で
判
定
し
ま
す
。

●
一
部
負
担
金
割
合
の判

定
基
準

　
一
部
負
担
金
割
合
は
、「
平

成
23
年
度
市
県
民
税
課
税
所
得

金
額
」
に
応
じ
て
決
定
し
て
い

ま
す
。

　
判
定
対
象
者
で
、
平
成
23
年

度
市
県
民
税
課
税
所
得
金
額
が

１
４
５
万
円
以
上
の
人
が
い
る

世
帯
の
人
は
、
現
役
並
み
所
得

者
と
し
て
「
３
割
負
担
」
と
な

り
ま
す
。

　

市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
70
歳
か
ら
74

歳
ま
で
の
人
に
、
８
月
か
ら
使
用
す
る
「
国
民
健
康
保
険
高

齢
受
給
者
証
」
を
郵
送
し
ま
す
。
８
月
１
日
（
月
）
以
降
に

医
療
機
関
で
受
診
す
る
時
は
、
更
新
後
の
新
し
い
「
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
と
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
現
在
使
用
し
て
い
る
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」

の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
（
日
）
ま
で
で
す

■
問
い
合
わ
せ
先

　

国
保
医
療
課
国
民
健
康
保
険
係　

☎
（
36
）
１
３
６
３

　
そ
れ
以
外
の
世
帯
の
人
は
、

平
成
24
年
３
月
ま
で
は
「
１
割

負
担
」
で
す
が
、
同
４
月
か
ら

「
２
割
負
担
」
に
変
わ
り
ま
す

（
表
１
）。

＊
１　

当
初
、
平
成
20
年
４
月

か
ら
「
２
割
負
担
」
に
変
わ

る
予
定
で
し
た
が
、
適
用
を

平
成
24
年
３
月
ま
で
凍
結
。

こ
の
た
め
、
平
成
24
年
４
月

か
ら
「
２
割
負
担
」
に
変
わ

り
ま
す

　
市
県
民
税
課
税
所
得
で
「
３

割
負
担
」
と
決
定
し
た
場
合
で

も
、
平
成
22
年
中
の
収
入
金
額

合
計
が
基
準
収
入
額
（
同
一
世

帯
に
判
定
対
象
者
が
１
人
の
場

合
は
３
８
３
万
円
、
２
人
以
上

の
場
合
は
５
２
０
万
円
）
未
満

で
あ
れ
ば
、
基
準
収
入
額
適
用

申
請
書
の
提
出
で
負
担
割
合
が

変
わ
り
ま
す
（
た
だ
し
、
申
請

し
た
月
の
翌
月
１
日
か
ら
変

更
）。

　
基
準
収
入
額
適
用
申
請
が
必

要
な
人
は
、
表
２
の
と
お
り
で

す
。

【表１】

平成23年度
市県民税課税所得 一部負担金割合

145万円未満 ２割　＊１
（平成24年３月まで１割負担）

145万円以上 ３割

はい いいえ

はい いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい いいえ

基準収入額適用申請が必要な人
【表２】

同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者に市県民税課税所得が145万
円以上の人がいる場合、一部負担金割合が「３割」の高齢受給者証が郵送で
届きます。

70歳以上の国民健康保険加入
者（１人）の平成22年中の収入
合計が383万円未満ですか？

あなた以外で、同一世帯に国民健
康保険から後期高齢者医療制度に
移行した人（旧国保被保険者）がい
ますか？

同一世帯の70歳以上の国民健康
保険加入者と旧国保被保険者の平
成22年中の収入合計が520万円
未満ですか？

70歳以上の国民健康保険加入者
（２人以上）全員の平成22年中の収
入合計が520万円未満ですか？

基準収入額適用申請書を提出し
てください。
一部負担金割合が２割（平成24年
３月までは１割）に変わります。

基準収入額適用申請書の提出は
不要です。
一部負担金割合などは変わりま
せん。

＊課税所得で「３割負担」になっても…＊課税所得で「３割負担」になっても…

同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者は１人ですか？

　市では、平成24年度から一緒に元気な宗像づくりを進める市職員を募
集。あなたの「ちから」を、ここ「宗像」で思いっきり発揮してみませんか。
熱い思いを持った多くのみなさんからの応募を待っています。
●試験区分・採用予定人員など

●第１次試験日　９月18日（日）
●第１次試験会場　福岡教育大学（赤間文教町１-１）
＊第４次試験まで実施。最終内定は12月上旬を予定
●応募方法　８月17日（水）必着で、必要書類を人事課へ次のいずれかの
方法で提出して応募する
▽郵送（〒811-3492／住所不要）
▽直接持参（土・日曜日、祝日を除く）
＊必要書類など詳しい内容は、市役所などで配布している「平成23年
度宗像市職員採用試験案内」を参照してください。市ＨＰhttp://www.
city.munakata.lg.jp/からダウンロードも可
■問い合わせ先　人事課　☎（36）５０５１

平成23年度宗像市職員採用試験

元気な宗像づくりに
あなたの“ちから”を!
元気な宗像づくりに
あなたの“ちから”を!

試験区分
採用予定
人員

職務概要 受験資格

一般行政Ａ 10人程度

一般行政
事務

昭和60年４月２日～平成６年４月
１日までに生まれた人

一般行政Ｂ
（民間企業な
どでの職務
経験者対象）

 １人程度

次の①②の全ての要件を満たす人
①昭和52年４月２日～平成３年４
月１日までに生まれた人

②平成23年６月30日現在で、民間
企業などでの職務経験を５年以
上有する人

建築技術  １人程度
建築に関
する事務

昭和56年４月２日～平成６年４月
１日までに生まれた人

基
準
収
入
額
適
用
申
請
で

一
部
負
担
金
割
合
が

変
わ
る
人
が
い
ま
す

７
月
下
旬
に

国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す


